
    

 

 

 

 

水無月(６月)です。学校再開です。 

世界中で、たくさんの人がこれまで例のない対応を考えなが

ら、コロナウィルス感染拡大を防ぐよう努力してきました。 

学校の臨時休業の措置もその取り組みの一つです。子どもたち

の笑顔が学校に戻ってきたことは、とても嬉しいことです。児童

のみなさんや保護者の皆さま、地域の皆さま、職員、学校関係者

の努力の成果、おかげだと思います。ありがとうございます。 

学校を再開しますが、感染防止については、まだまだ気が抜け

ません。これからが大事です。学校でも子どもたちの健康に配慮

して、安心安全な学校生活を送ることができますよう職員一同、

取り組んでまいります。保護者の皆様には、引き続きお子さまの

ご家庭での見守りをよろしくお願いいたします。 

学校給食について 

(６月１日より実施 １年生は６月３日より) 

個包装のパンと牛乳 ジャム等添加物 おかず２品です。 

１ 手洗い、食事前のマスク着用を徹底します。 

２ 給食時間の過ごし方や配膳の仕方も今までと変わります。  

座席は前向きとし、会話は控えての食事とします。 

 おかずの配膳は、基本教職員が行います。 

３ 給食袋（お箸・スプーンを入れた巾着袋）を持ってきましょ

う。 

４ 給食後の歯みがきやうがいは、感染リスクが高いので当分の

間行いません。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 年 1 2 3 4 5 6 計 

児童数(6/1現在) 130 83 101 83 102 81 580 

1 月 
分散登校日（Ａグループ）4 時間授業 1 年 12：30下校 

給食開始（2・3・4・５・６年生 13：30 下校） 

2 火 分散登校日（Ｂグループ）4 時間授業 

3 水 分散登校日（Ａ） 1 年生給食開始 4 時間授業 

4 木 分散登校日（Ｂ） 4 時間授業 

5 金 
分散登校日（Ａ）1・2・3 年 5 時間授業 14：20下校 

 4・5・6 年 6時間授業 15：15 下校 

6 土 創立記念日（55周年です） 

7 日  

8 月 
分散登校日（Ｂ）1・2・3 年 5 時間授業 14：20下校 

4・5・6 年 6 時間授業 15：15下校 教育相談日 

9 火 
分散登校日（Ａ）1・2・3 年 5 時間授業 14：20下校 

4・5・6 年 6 時間授業 15：15下校 

10 水 
分散登校日（Ｂ）1・2・3 年 5 時間授業 14：20下校 

4・5・6 年 6 時間授業 15：15下校 

11 木 
分散登校日（Ａ）1・2・3 年 5 時間授業 14：20下校 

4・5・6 年 6 時間授業 15：15下校 

12 金 
分散登校日（Ｂ）1・2・3 年 5 時間授業 14：20下校 

4・5・6 年 6 時間授業 15：15下校 

13 土  

14 日  

15 月 通常授業開始 
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東丘小学校での新型コロナウィルス感染症防止について取り組み  

※文部科学省や大阪府教育委員会・豊中市教育委員会の「小中学校

における新型コロナウィルス感染症対応マニュアル」に基づいて

取り組みます。今後変更があれば、随時見直し更新していきま

す。 

１ 健康管理について  

（１） 家庭での健康観察：毎日の検温及び体調チェックを行う 

（「健康観察カード」に記入） 

（２）学校での健康観察   

① 登校前に健康状態を確認できなかった児童には、検温を行う。  

② 発熱等の風邪症状や体調不良がみられる場合には、保護者に連

絡して、自宅で休養する （お迎えまでは相談室で待機） 

２ 登下校について  

① 密にならないよう、少し間隔を開けて歩く  

※横に広がり、他の歩行者に迷惑がかからないように  

② 登校後 、すぐに石けんで手を洗います。その後は椅子に座って

読書や自習をする（しばらく朝の運動場での遊びはしません） 

３ 学校生活での３つの「密」（密集場所・密接場面・密閉空間） 

１つ１つの条件が発生しないよう配慮する  

① 常時換気を行い、休み時間等は２方向の窓を同時に開ける  

② 座席は、１ｍ程度離れるようにし、対面の形にはしない  

③ 児童も教職員もマスクを着用する  

④ 用具や備品を使用する前には消毒をし、使用前後の手洗いを徹  

底する  

⑤ 児童が密集や児童同士が接触する活動や運動は当面、控える 

・グループ活動 ・顔を見合わせてのペア学習  

⑥ 休み時間は３つの約束を守る（距離を保つ、授業前手洗い、人

に触らず大声出さない）  

⑦ こまめな水分補給を行う 

４ 手洗いの徹底 ＊ 正しい手の洗い方について、全学級で指導する  

① 登校時、給食の前後、外から教室に入る時、トイレの後、給食

の前後といった機会でのこまめな手洗いを徹底する 

（手洗いの時間や場所を学年ごと設定しています。） 

② 多くの児童が触れる場所や共有の教材に触れる前後には、手洗

いを徹底する  

③ 手を拭くタオルやハンカチ等は個人持ちとして、共用はしない

ようにする  

５ 清掃・消毒 

① 児童下校後、多くの児童が触れる場所や共用の教材、教具、

情報機器などを適切に消毒する  

（ドアノブ、スイッチ、トイレ、手すりなど） 

② 給食前後に、配膳台、水道蛇口を消毒する 

③ 適宜、児童の机、イスを消毒する 

④ 消毒には、消毒液（次亜塩素酸ナトリウム等）を使用する 

 

 

 

※状況によって、変更があれ

ば、後日学校連絡メール（すぐ

メール）で連絡いたします。  

状況によって、変更があれば、

後日学校連絡メール（すぐメー

ル）で連絡いたします。  

 

 

 

 

6 月１日から１２日までは、全学年学級を２つのグループ

（Ａ・Ｂ）に分けて、１日おきに登校します。 

本年度の水泳指導について 

豊中市教育委員会より本年度の水泳指導について、中止の連絡

がありました。 

（理由）〇 健康診断を未受診のままで水泳指導を行うことの 

安全管理上リスクが高いため。 

〇 水泳指導においては、更衣室やプールサイドなどで

の３密や飛沫感染を防ぐことが困難であるため。 

 

 

 

 

（お願い）ご家庭でもお声掛けください。 

① 朝の健康観察をご家庭でも-引き続きお願いいたします。体温

を測って、「健康観察カード」に記入してください。朝の時間

に確認いたします。 

② 正門は８時開門ですが、門の前で「密」な状態にならないよ

うに、時間に幅を持たせて、登校をお願いいたします。 

当面の間、運動場での外遊びは行いません。 

③ 毎日持ってきてください。マスク（外した時しまう袋等も）

ハンカチ ティシュ 水筒  汗拭きタオル  

 

★教育相談★ 

お子様のことでご心配や気になることがございましたら、学校ま

でご相談ください。お子様の成長を願い、ご家庭と学校が連携し

ていっしょに考えていきましょう。学級担任や生活指導担当、養

護教諭、校長、教頭が相談の窓口になります。 

また、１か月に１回、教育相談日（臨床心理士の学校訪問日）が

あります。相談をご希望の方は、教頭までご連絡ください。 

 


